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令和７年第８回 三種町選挙管理委員会会議録

１ 開催日時 令和７年１２月１日（月）午前８時５８分

２ 開催場所 三種町役場 第２会議室

３ 出席委員 田村 明、飯塚 巧作、木村 信悦、櫻庭 一則

４ 欠 席 者

５ 事 務 局 書 記 宮田 孝志郎、檜森 大樹、三浦 徹斗

６ 付議された案件は、次のとおりである。

議案第５４号 選挙人名簿に登録することについて

議案第５５号 選挙人名簿から抹消することについて

報告第２９号 登録の移替えをした者について

報告第３０号 選挙権を有する者の５０分の１の数について

報告第３１号 選挙権を有する者の３分の１の数について

報告第３２号 裁判員候補者の予定者の選定について

報告第３３号 検察審査員候補者の予定者の選定について

議案第５６号 ９０日特例の規定により同時に選挙を行うことについて

議案第５７号 三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙の期日等につい

て

議案第５８号 令和８年３月の定時登録日を定めることについて

午前８時５８分

宮田書記 おはようございます。本日はお忙しい中、ご出席いただきまし

てありがとうございます。それでは令和７年第８回三種町選挙管

理委員会を開催いたします。木村委員長からご挨拶をいただき、

その後の進行の方もよろしくお願いいたします。

木村委員長 インフルエンザ等流行っておりますので健康には十分ご留意し

ながら、来春の町の選挙に向かって行ければと思います。

本日は、１２月定時登録関係と町選挙関係の議案となっていま

すのでご審議の程よろしくお願いします。

案件に入る前に議事録署名委員の指名ということで、飯塚委員

と櫻庭委員にお願いいたします。

それでは、定時登録関係ということで。議案第５４号「選挙人



- 2 -

名簿に登録することについて」事務局から説明をお願いします。

檜森書記 はい。議案第５４号ですが、１２月定時登録における選挙人名

簿への新規登録についてお諮りするものでございます。

前回の９月定時登録の後に、１８歳に達した者及び転入から３

箇月を経過した１８歳以上の者を新たに名簿に登録するものであ

り、具体的な人数等は１と２に記載しています。

１の新有権者登録は、平成１９年９月３日から平成１９年１２

月２日までに生まれた方が対象で、人数は、男１０人、女１３人、

計２３人です。

２の転入登録は、令和７年６月２日から令和７年９月１日まで

に転入し、継続して居住している方が対象で、人数は、男１０人、

女１２人、計２２人です。

よって、１２月定時登録における登録者総数は、男２０人、女

２５人、合計４５人となります。

対象者については、別冊の名簿をご覧ください。新有権者登録

は１頁に、転入登録については２頁に記載しております。

説明は以上です。

木村委員長 はい。それでは名簿を確認の上、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。確認が終わりましたら、終わった旨教えて

ください。それではお願いします。

（各委員、暫時資料を確認）

（「特にありません。」の声有り。）

それでは名簿のとおり登録ということで、議案第５４号は原案

どおり決定します。次に、議案第５５号「選挙人名簿から抹消す

ることについて」、説明をお願いします。

檜森書記 はい。議案第５５号は、１２月定時登録における選挙人名簿か

らの抹消についてお諮りするものでございます。

前回の９月定時登録の後に亡くなった方及び転出から４箇月を

経過した方を名簿から抹消するものであり、人数等は１と２に記

載しております。

１の死亡抹消者は、死亡の届出が令和７年９月１日から令和７

年１１月３０日までの方が対象で、人数は、男４８人、女４８人、

計９６人です。

２の転出抹消者は、令和７年５月１日から令和７年７月３１日
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までに町から転出した方が対象で、人数は、男３０人、女２４人、

計５４人です。

よって、１２月定時登録における抹消者総数は、男７８人、女

７２人、合計１５０人となります。

対象者については、死亡抹消は別冊名簿の３～５頁、転出抹消

は６～７頁に記載しております。説明は以上です。

木村委員長 それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ございました

らお願いします。

（各委員、暫時資料を確認）

（「特にありません。」の声有り。）

はい。ご意見等無いようですので、議案第５５号を原案どおり

決定し、名簿のとおり抹消することといたします。

（「はい。」の声有り。）

続きまして、報告第２９号「登録の移替えをした者について」、

説明をお願いします。

檜森書記 はい。報告第２９号ですが、町内転居による投票区の移替えを

行った者について、報告するものでございます。

前回の９月定時登録では、８月３１日までの町内転居に係る移

替えを報告しておりますので、今回の報告の対象は、９月１日か

ら１１月３０日までに町内転居された方です。人数は、男６人、

女２１人、計２７人です。

対象者については、別冊名簿の８～９頁に掲載しております。

報告は以上です。

木村委員長 それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ございました

らお願いします。

（各委員、暫時資料を確認）

（「特にありません。」の声有り。）

はい。ご意見等無いようですので、報告第２９号は以上といた

します。続きまして、報告第３０号「選挙権を有する者の５０分

の１の数について」と、報告第３１号「選挙権を有する者の３分

の１の数について」は関連性がありますので、一括して説明をお

願いします。

檜森書記 はい。報告第３０号は有権者の５０分の１の数を、報告第３１

号は有権者の３分の１の数をご報告するものです。５０分の１の
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数は、地方自治法に基づく条例の改廃請求や監査請求に必要な署

名数、３分の１の数は、議会の解散請求、町長の解職請求等に必

要な署名数となっております。

議案５頁の名簿登録者数増減表をご覧ください。初めに、有権

者数になりますが、前回の登録者に新規登録４５人を加え、抹消

１５０人を引いた１２，５８０人が、今回の定時登録の名簿登録

者数となります。したがって、これを５０で除した数は、６頁に

記載のとおり２５２となり、３で除した数は、７頁に記載のとお

り４，１９４となります。

報告は以上です。

木村委員長 はい。報告第３０号、第３１号について、よろしいでしょうか。

（「はい。」の声有り。）

そうすれば、報告第３０号、第３１号については、以上といた

します。続きまして、報告第３２号「裁判員候補者の予定者の選

定について」と、報告第３３号「検察審査員候補者の予定者の選

定について」は関連がありますので、事務局から一括して説明を

お願いします。

檜森書記 はい。報告第３２号は、当町の選挙人名簿から裁判員候補者の

予定者を選定したことについて、報告第３３号は、検察審査員候

補者の予定者を選定したことについて、報告するものでございま

す。

別冊資料の選定録をご覧ください。予定者の選定は、９月３日

の午後１時から実施しました。最高裁判所から提供されているく

じのプログラムを使用し、９月定時登録時点の選挙人名簿から無

作為に抽出を行いました。裁判員候補者の予定者の割当ては２０

人、検察審査員候補者の予定者の割当ては８１人で、選定結果に

ついてはこちらに記載のとおりです。報告は以上です。

木村委員長 それでは名簿をご確認いただき、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。

（「特にありません。」の声有り。）

はい。ご意見等無いようですので、報告第３２号、報告第３３

号については以上といたします。続きまして、議案第５６号「９

０日特例の規定により同時に選挙を行うことについて」事務局よ

り説明をお願いします。
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檜森書記 はい。議案第５６号は、９月定例会の際に御説明しました、投

票率の向上や選挙執行経費の節減等を目的として、９０日特例を

適用した任期満了による三種町長選挙と三種町議会議員一般選挙

を同時に執行したいとするものです。

９０日特例の詳細につきましては、９月定例会の際に御説明し

たとおりとなりますので省略させていただきます。説明は以上と

なります。

木村委員長 はい。今事務局から説明がありましたが、９０日特例の内容に

ついては、９月１日開催の選挙管理委員会の際に説明を受けてお

りました。同時選挙が可能であり、同時執行による様々なメリッ

トがあるということですが、皆さんいかがでしょうか。

櫻庭委員 過去に同時執行について不都合な点等あったことはあるか。

事務局 特段ない。

木村委員長 別々の執行となると、経費も掛かりましになりますし、選挙人

や選挙事務も難しい面がでてくると思いますので、原案通りとし

てよろしいでしょうか。

（「はい。」の声あり。）

そうすれば、町長選挙と町議会議員選挙は同時執行することと

決定いたします。

続きまして、議案第５７号「三種町長選挙及び三種町議会議員

一般選挙の期日等」について、事務局より説明をお願いします。

檜森書記 はい。議案第５７号は、三種町長選挙及び三種町議会議員一般

選挙の期日を定めるものです。

こちらも９月定例会で御説明しましたとおり、町長の不在期間、

執行経費、三種中学校の開校等の理由により９０日特例を適用し

た同時選挙を、令和８年４月２６日投開票、同２１日告示とする

ことが事務局では最も望ましいと考えます。

なお、９月定例会後、議会事務局及び教育委員会事務局へ、現

時点での検討状況ということで日程案を情報提供しております。

こちらについて１１月１８日に開催された議会運営委員会で議員

へ説明がなされましたが、日程案に関して特段意見は出なかった

という報告を受けております。

また、本日の選挙管理委員会終了後、町長・議長・教育長宛に

選挙期日が決定した旨を通知し、併せて関係機関や学校行事など
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と重ならないよう、配慮をお願いすることとしております。

以上、ご審議のほどお願いいたします。

木村委員長 ４月２６日に同時選挙を執行という説明でありましたが、ご意

見等ございますでしょうか。

田村委員 農繁期と重なると、投票率にも影響してくるためこの日程で適

正と思う。

木村委員長 議会からは特段意見は出なかったが、教育委員会からは何か無

かったか。

事務局 ９月時点で予定を伝えたが、学校サイドも行事を被らないよう

に配慮してくれると連絡を取り合っている。

木村委員長 他にご意見等ないようですので、町長、議会議員同時選挙は、

令和８年４月２６日に執行することで決定いたします。

次が最後の案件となります。議案第５８号「令和８年３月の定

時登録日を定めることについて」説明をお願いします。

檜森書記 議案第５８号について御説明いたします。次の定時登録があり

ます３月１日が日曜日となっております。定時登録につきまして

は、公職選挙法の定めにより１日が休日に当たる場合、１日又は

直後の休日以外の日に登録することとされています。

ですので、３月の定時登録についても、２日月曜日を登録日に

定めたいというものでございます。説明は以上です。

木村委員長 はい、３月１日が日曜日にあたりますので、２日月曜日を定時

登録日としたいという事ですが、皆さんよろしいでしょうか。

（「はい。」の声有り。）

では、議案第５８号は原案どおり決定いたします。本日の案件

は以上で終了となります。最後に、「４その他」ですが、事務局の

方から何かありますか。

檜森書記 はい。それでは、今後の日程についてご説明いたします。

（資料に基づき説明）

今後の日程につきましては、以上でございます。

木村委員長 委員の皆さんから、何かございませんか。

（「ありません。」の声あり。）

特に無いようですので、これで令和７年第８回三種町選挙管理

委員会を閉会します。本日はお疲れさまでした。
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午前９時５０分閉会

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。

委 員 長

署名委員

署名委員


